
俊

郎

噌

H
ミ
舎
に
し
た
が
、
正
だ
来
を
炉
、
2
3
L
て問問

紹
子
内
向
山
田
町
に
陀
刈
せ
ら
れ
る
朱
捻
紙
も
、
ま
た
』二

石
以
上
の
平
士
で
は
、
間
人
と
宿
す
る
山
本
唱
を
使
用

一
川
氏
の
明
以
に
附
加
す
る
'
も
の
の
み

H
八
時
悼
を
技
草
L

し
た
の
で
、

mぬ
の
門
人
伊
抜
れ
が
日
-A
山
芯
そ
緑
町
村
か
ら
医
す
る
断
で
あ
っ
た
。

L
た
Q

給
入
の
伏
符
は
石
滋
で
支
給
せ
ら
れ
、
そ
の

一
た
も
の
で
、
白
附
三
乙
何
4
初
立
八
、
七
十
一
翁
H
H

ぎ
、
誌
に
Mm
泌
十

一
念
を
加
へ
て
大
成
し
、
後
間
同
川

キ
ユ
ウ
ト
テ
ナ
ホ
ノ
リ
久
徳
向
則

泊
都
側
共
名

nは
家
々
に
よ
っ
て
日
間
々
あ
っ
た
が
‘
岡
山
れ
巾
小

一
樹
叫
刑
判
叫
杖
の
謂
れ
が
あ
ろ
。

十
三
年
縮
刷
伎
が
引
は
や
」投
じ
て
上
木
せ
し
め
た
も
の
街
。
初
め
新
検
組
に
取
げ
ら
れ
、
後
大
小
抑
制
に
准
姓
・小
姓
な
ど
に
分
か
れ
て
ゐ
た
o

J
シ
ゾ

グ
士
し

キ
ユ
ウ
ホ
ウ
ジ

久
法
寺

n
M出
火
禦
寺
の
ド

一
む
あ
る
o

ん
だ
u

元
治
の
地
に
、
前
川
は
掃
に
在
っ
た
が
、
桂

一
政。

一
長
政
に
あ
っ
て
、
日
地
宗
に
悩

γ
る
o
w品
永
年
間
日

キ
ユ
ウ
生
h
y

一応
宅

諸
士
の
死
亡
後
-
山
耐
子
の

一
を
一千
級
友
風
に
殺
し
、
政相
川
を
報
じ
時
勢
を
践
す
る

一

キ
ユ
ウ
ニ
ン
チ

給
人
知

訴
の
給
人
が
土
地
を

一
迅
之
を
深
川
川
に
建
て
、
天
和
元
年
二
代
日
就
の
時

朱
だ
家
信
制
約
の
命
を
得
ざ
る
以
前
に
於
い
て
は
・

こ
と
川
三
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
』
十
九
日
能
殺
品
に

一
以
て
交
け
る
知
行
岡
山
を
い
ひ
、
X
給
人
地
と
笛
〈
こ

一
今
の
地
に
移
っ
た
。

そ
の
伎
町
を
前
科
の
部
宅
と
呼
ん
だ
。
『
廿
川町
一自
宅

-
抗
さ
れ
た
o
明
治
川
年
二
一
且
大
政
令
に
よ
っ
て
、
滞

一
と
も
あ
る
o
w品
永
武
年
の
令
に
、
司
自
今
以
後

御
縦

一

キ
ユ
ウ
ホ
ウ
ジ
ケ
ン
九
峰
事
件
附
俗
九
郎
を

之
人
々
背
、
泊

γ

山
跡
円
制
約
被
仰

μ似
正
一古々

』
な

一
そ
の
非
を
紋
し
、
二
年
十
M
M
士
仰
を
彼
し
、
脈
融
=
二

入
・
給
人
地
共
、
首
位
締
の
跡
、
郡
山
中
行
来
御
鋭
的
十

一
久
伐
に
作
る
も
の
は
非
で
あ
る
。
字
は
訟
則
。
文
化

ど
a
h

怯
文
に
見
え
る
。

一
分
の
こ
を
給
し
た
。
向
川
是
よ
り
後
家
m
h
し
て
生
を

一
村
切
に
8
7、可
被
巾
付
。』
と
見
え
る
。

一
九
年
限
m
附
し
た
。
金
持
山口削
宗
資
制
寺
の
前
住
持
で
、

キ
ユ
ウ
チ
グ
ラ

給
剣
蔽
大
掛
寺
怖
に
荘
っ
た
。

一
法
。
、
明
治
十
一
年
一
丸
月
二
J
I

H
U1
十
二
践
を
以
て

一

キ
ユ
ウ
エ
ン
ヅ
ケ
チ
ョ
ウ

給
人
付
鴎

l
hy
ミ
一
首
て
滞
侠
前
川
治
術
卒
去
の
際
の
持
制
で
あ
っ
た
。

給
人
の
収
納
す
る
米
穀
は
之
を
縦
約
に
預
け
む
き

一
侵
し
た
。

一
〆
カ
チ
ョ
ウ
純
一
一
州
制
服
。

一
こ
の
頃
来
寺
町
一
有
林
寺
内
天
的
が
、
討
坂
の
路
間
に

て
、
そ
の
似
米
に
い処て
、
X
は
政
協
は
し
め
る
の
が

キ
ユ
ウ
ト
テ
ナ
ホ
マ
サ

久
衛
向
政

沼
抑
制
仰
共

一

キ
ユ
ウ
ニ
ン
マ
イ

給
人
未

i
マ
チ

タ
ラ
マ
イ

一
出
入
し
て
悦
聞
が
あ
っ
た
が
、
九
郎
は
之
に
議
し
て

日
で
あ
り
、
大
限
寺
山附
で
も
初
は
さ
う
し
た
の
で
あ

一
弘
ω
笠
イ
之
助
は
央
協
の
人
o
向
政
は
開
催
長
十
六
年

一
町
政
米
。

一
郎
亦
せ
し
め
、
日
つ
後
日
生
杭
の
院
を
助
〈
べ
き
こ

る
が
、
天
則
六
年
政
宿
二
人
が
骨
日
米
切
手
を
誼
殺
し

一
前
川
利
日
に
仕
へ
・
m
m
内
出
十
石
を
得
て
御
射
手
に

一

キ
ユ
ウ
ハ
チ

久
八

金
岩
平
助
語
房
の
伐
で
、

一
と
を
約
し
た
に
抑
ら
ず
、
地
も
之
d
y
M
的
行
し
な
か
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
銘
・
そ
の
仕
訟
を
改
め
、
叙
年
か

一
列
L
、
大
坂
一
向
役
に
こ
，
九
桝
外
で
肖
一
を
得
た
。

一
久
L
〈
召
使
は
れ
て
ゐ
た
o
平
助
の
死
亡
し
た
後
、

一
た
o
m
m
し
九
郎
は
滞
士
野
村
併
兵
衛
の
以
一
鮒
と
闘
係

ら
滞
が
給
知
一
以
と
抑
制
す
る
公
開
仰
を
設
け
て
之
を
預
り

一
広
治
二
年
二
』
段
。
子
孫
附
ん
滞
に
仕
へ
る
o

一
共
の
子
三
郎
左
衛
門
制
約
し
た
が
、
搬
出
掃
に
枇
り
、

一
が
あ
っ
た
録
、
そ
れ
を
一大
町
に
裁
か
れ
る
こ
と
を
恕

置
き
、
機
に
惚
じ
て
紛
人
が

m人
川
人
を
L
て
mM
捌

一

キ
ユ
ウ
ト
ヲ
ナ
ホ
ヤ
ス
久
徳
向
寧

泊
抑
制
約
三

一
恕
友
と
交
っ
て
抑
制
昨
甚
だ
按
〈
な
か
っ
た
の
で
、
久

一
れ
・

一
は

d
の
弟
子
を
天
間
の
後
住
に
し
た
い
お
で

か
し
め
る
こ
と
に
し
た
。

一
郎
-
H
M
比
(
街
。
天
明
一
四
年
刊
文
治
太
夫
虫
色
の
也
知
町

一
八
は
出
蓄
を
置
い
て
自
殺
し
た
。
元
文
三
年
三
且
七

一
あ
っ
た
o
天
間
之
を
怨
み
、
彼
金制仰
に
仰
っ
て
、
文

キ
ユ
ウ
チ
チ
ョ
ウ

給
刻
般

旅

政

の
時
、
給
人

一
五
十
討
を
加
盟
ぎ
、
定
議
御
均
勉
に
斑
L
，
事
保
元
年

一
日
の
こ
と
で
、
年
四
十
ま
o
法
名
は
鉄
m
武
道
政
信
士
、
一
化
十

一
年
八
且
J
l

抗
日
九
州
仰
の
対
に
出
抑
制
の
来
り
曾

が
家
備
を
制
約
し
、

χ
は
新
た
に
川
口
抱
へ
ら
れ
た
時

一
大
小
時
制
と
な
り
、
文
化
正
年
五
十
討
を
加
へ
、
進

一
石
仰
は
野
川
大
法
寺
に
あ
る
。

一
す
る
を
抑
制
ひ
、
忽
ち
附
人
向
附
し
た。

九
昨
大
に
街

に
は
、
御
川
郎
肢
か
ら
指
紙
を
御
釘
川
均
に
交
附

-
に
組
外
桶
一聞
に
封
。
、
文
政
十
二
一年
七

H
H
六
日
六

一

キ
ユ
ウ
ハ
ン
イ
ブ
ン

恋
藩
遺
文

=一
加
。
森

m
一
L
、
天
間
の
法
H
L
M
刊山
間
寺
天
麟
に
利
説
の
刷
旋
を
刺

し
、
御門川
川
必
で
は
そ
れ
を
家
巾
給
州
艇
に
A
R
録
し

一
十
回
以
を
以
て
裂
し
た
。

一
平
次
編
。
加
賀
山
附
に
闘
す
る
市
文
部
を
附
録
し
た
も

一
う
た
が
‘
天
的
の
お
に
特
れ
ら
れ
ず
し
て
紛
椛
を
疏

た
上
で
、
知
行
問
什
を
給
人
に
交
什
し
た
o

一

キ
ユ
ウ
ニ
ン

給
人

知
行
を
泣
け
る
と
切
米
父

一
の
で
あ
る
o

↑
ね、

航
法
に
滞
更
の
附
〈
加
と
な
っ
て
、
探
鉱
の
鮎

キ
ユ
ウ
デ
ン
久
園

内
一
一
郎
京
地

上
川町日
郷
は
扶
符
米
と
を
父
け
る
と
に
抑
ら
ず
、
滞
か
ら
般
を

一

キ
ユ
ウ
ブ
ン

給
分

羽
咋
湖
沼
木
院
に
臨
す
る

一
泉
町
制
宗
寺
院
の
れ
泌
悉
〈
印
刷
れ
た
。
枕
巾
九
的
は

に
邸
す
る
畑
山
稿
。
能
同
切
れ
跡
芯
に

4
久
川
村
は
紙
を

一
奥
へ
ら
れ
る
も
の
L
総
都
で
あ
る
o
し
か
し
、
切
米
・
一
m
w
m
o

一
時寸
の
非
最
も
凱
か
っ
た
が
、
従
凶
寺
が
滞
俣
の
民
間
出

桜
き
名
物
也
O
』
と
あ
る
。

一
扶
持
米
を
公
け
る
も
の
で
も
、
仲
刷
・小
諸
の
如
き

一

キ
ユ
ウ
ブ

キ
ユ

二
三
九


